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社会的養護体制の現状と
今後の見直しの方向性について

平成１９年１２月

平成１９年１２月２６日

資料２－３

第１回社会保障審議会

少子化対策特別部会
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社会的養護体制の現状と課題
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社会的養護の現状について

児童現員

児童定員

施 設 数

（公立・私立）

対 象 児 童

3,077人

3,669人

117か所

（16か所・101か所）

乳児（保健上、安定
した生活環境の確
保その他の理由に
より特に必要のある
場合には、幼児を含
む。）

乳児院

30,830人

33,676人

558か所

（55か所・503か所）

保護者のない児童、
虐待されている児童
その他環境上養護を
要する児童（安定し
た生活環境の確保
その他の理由により
特に必要のある場合
には、乳児を含む。）

児童養護施設

1,030人

1,323人

27か所

（11か所・16か所）

軽度の情緒障害を
有する児童

情緒障害児

短期治療施設

1,828人

4,227人

58か所

（56か所・2か所）

不良行為をなし、又
はなすおそれのあ
る児童及び家庭環
境その他の環境上
の理由により生活
指導等を要する児
童

児童自立支援
施設

163人

263人

35か所

義務教育を終了し
た児童であって、
児童養護施設等を
退所した児童等

自立援助
ホーム

保護者のない児童または保護者に監護させるこ

とが不適当であると認められる児童の養育を都

道府県が里親に委託する制度 3,293人2,370人7,737人

委託児童数委託里親数登録里親数里親
制度

資料：社会福祉施設等調査報告[平成17年10月1日現在]
自立援助ホームは家庭福祉課調[平成18年2月1日現在]

資料：福祉行政報告例 ［平成17年度末現在］

８９カ所

２８６カ所

地域小規模児童養護施設

小規模グループケア

資料：小規模グループケア、地域小規模児童養護施設は家庭福祉課調［平成１７年度］
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○ 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、平成１８年度においては、統計を取り始めた平成２年度の３３．９
倍、児童虐待防止法施行前である平成１１年度の３．２倍に増加。

○ 全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、平成１８年度においては、統計を取り始めた平成２年度の３３．９
倍、児童虐待防止法施行前である平成１１年度の３．２倍に増加。

（件数）
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→ 児童虐待防止対策の一層の強化とともに、虐待を受けた子どもに対する社会的養護が大きな課題となっている。

【虐待を受けた子どもの入所割合】

乳児院 → 28．9％（Ｈ１７）

児童養護施設 → 62. 1％（Ｈ１６）

情緒障害児短期治療施設 → 68．3％（Ｈ１８）

児童自立支援施設 → 59．7％（Ｈ１２）

児童相談所一時保護所 → 38．１％（Ｈ１８）

［資料：各団体における各施設の被
虐待児童入所状況調査］

→ 虐待を受けた子どもが入所する割合も高い。

１．虐待の増加とこれに対する対応

社会的養護の課題
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児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉法の
一部を改正する法律（平成１９年法律第７３号）

附 則
（検討）

第二条 （略）

２ 政府は、児童虐待を受けた児童の社会的養護に関し、里親及び児童養護
施設等の量的拡充に係る方策、児童養護施設等における虐待の防止を含
む児童養護施設等の運営の質的向上に係る方策、児童養護施設等に入所
した児童に対する教育及び自立の支援の更なる充実に係る方策その他必
要な事項について速やかに検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を
講ずるものとする。

→ 児童虐待の増加等に対応するため、第１６６回国会に提出され、成立した「児童虐
待防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」においても、政府は、
社会的養護体制の充実に向けた検討と措置を講じることが規定された

→ 児童虐待の増加等に対応するため、第１６６回国会に提出され、成立した「児童虐
待防止等に関する法律及び児童福祉法の一部を改正する法律」においても、政府は、
社会的養護体制の充実に向けた検討と措置を講じることが規定された
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児童養護施設における障害等の割合

その他の

心身障害, 761
その他の

心身障害, 671

その他の

心身障害, 870

その他の

心身障害, 2,518

ＡＤＨＤ, 531

てんかん, 365
てんかん, 375

てんかん, 421

知的障害, 651

知的障害, 821

知的障害, 1,125

知的障害, 2,476

身体虚弱, 552
身体虚弱, 421

身体虚弱, 573

身体虚弱, 772

0
000

言語障害, 437

言語障害, 308

言語障害, 266

言語障害, 327

視聴覚障害, 233

視聴覚障害, 210

視聴覚障害, 221

視聴覚障害, 316

肢体不自由, 132

肢体不自由, 124

肢体不自由, 117

肢体不自由, 88

2,766

2,528
2,454

障害等有, 6,155
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昭和６２ 平成４ 平成１０ 平成１５

その他の
心身障害

ＡＤＨＤ てんかん 知的障害 言語障害

視聴覚障害 肢体不自由 身体虚弱 障害等有

［資料：児童養護施設入所児童等調査］

※ 発達障害については、「知的障害」のほか、「その他の心身障害」に分類されている可能性がある。
（ＡＤＨＤは平成１５年より分類。）

８．３％ ９．５％
１０．３％

２０．２％

割合は児童養護施設に入所する子どものうち、障害等がある
子どもの割合

→ 被虐待児のほか、障害児が増加するなど多様な子どもに対応する必要がある。→ 被虐待児のほか、障害児が増加するなど多様な子どもに対応する必要がある。

２．社会的養護を必要とする子どもの背景の多様化
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100.036,1519.13,29382.629,8508.33,008平成17年度

100.035,7928.43,02283.329,8288.22,942平成16年度

100.034,7018.12,81184.029,1447.92,746平成15年度

100.034,1947.42,51784.828,9887.92,689平成14年度

100.035,8196.22,21185.030,4568.83,152平成13年度

100.035,0506.22,15785.429,9258.52,968平成12年度

割合
（％）

児童数
（人）

割合
（％）

委託児童数
（人）

割合
（％）

入所児童数
（人）

割合
（％）

入所児童数
（人）

合計里親児童養護施設乳児院年度

（資料）福祉行政報告例（各年度末現在数）

児童養護施設及び乳児院については、平成13年度
までは、各年度３月１日現在で、平成14～17年度は、
各年度3月31日現在の数。

平成1７年度

里親　 9.1%

児童養護施設
82.6％

 乳児院　8.3%

要保護児童の措置先のうち里親、児童養
護施設、乳児院の割合

→ すでに、家庭的な養護の必要性が述べられている※にもかかわらず、家庭的養護の代表である里親委託は未
だ進んでいない。

※「これからの社会的養護は、基本的に施設養護からより家庭的な養護に移行していくことが必要である。」
社会保障審議会児童部会「社会的養護のあり方に関する専門委員会」報告書（平成１５年１０月）

→ すでに、家庭的な養護の必要性が述べられている※にもかかわらず、家庭的養護の代表である里親委託は未
だ進んでいない。

※「これからの社会的養護は、基本的に施設養護からより家庭的な養護に移行していくことが必要である。」
社会保障審議会児童部会「社会的養護のあり方に関する専門委員会」報告書（平成１５年１０月）

３．施設中心の養護体制
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各国の要保護児童に占める里親委託児童の割合（2000年前後の状況）

6.2%

33.5%

62.0%

91.5%

58.5%

76.7%

51.1%

42.3%

45.2%

53.0%

34.6%

60.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

日本

香港

シンガポール

オーストラリア

カナダ（B.C.州）　

アメリカ

ベルギー（仏語圏）　

デンマーク

イタリア

フランス

ドイツ

イギリス

＊「里親制度の国際比較」湯沢雍彦著(ミネルヴァ書房、2004年)

※ 里親の概念は諸外国によって範囲が異なる。（例えば、親族が子どもを預かる場合や短期間子どもを預かる場合、
小規模なグループ形態で子どもを養育する場合を里親に含むか否かが国により異なる等）

→ 諸外国と比較しても里親委託率が低い→ 諸外国と比較しても里親委託率が低い
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（資料）

12.9%482.8%4821.5%120小舎

0.0%029.3%1716.9%94中舎

87.1%276.9%470.6%393大舎

情緒障害児短期
治療施設

児童自立支援施設児童養護施設

大舎・中舎・小舎の比較

・ 児童養護施設：全国児童養護施設協議会調べ（平成１７年４月１日現在 ５５７施設、複数回答あり）
大舎：１舎20人以上、中舎：1舎13～19人、小舎：1舎12人以下

・ 児童自立支援施設：全国児童自立支援施設協議会調べ（平成１８年度 ５８施設）
大舎：１舎26人以上、中舎：1舎16～25人、小舎：1舎15人以下

・ 情緒障害児短期治療施設：全国情緒障害児短期治療施設協議会調べ（平成１８年１０月１日現在 ３１施設）

→ 児童養護施設の大半が大舎（大規模集団処遇）制を採っている。→ 児童養護施設の大半が大舎（大規模集団処遇）制を採っている。
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100.0%5.0%0.2%0.2%0.0%11.7%63.5%19.4%（構成割合）

5,932296111116973,7651,151退所者数
Ｈ１５

100.0%6.1%0.1%0.1%0.0%10.0%61.3%22.4%（構成割合）

7,254439101037224,4481,622退所者数
Ｈ１２

合計
その
他

死亡入院
公営
住宅

他施設
転所

家庭
復帰

就職区分

資料：社会福祉施設等調査報告（各年度１０月１日現在）

児童養護施設の退所理由別児童数（過去１年間の退所者数の退所理由）

４．退所後の状況

→ 児童養護施設を退所した子どものうち、６割強が家庭へ復帰しており、在宅支援が重要→ 児童養護施設を退所した子どものうち、６割強が家庭へ復帰しており、在宅支援が重要
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8.4%75.6%16.0%100.0%

109人985人209人1303人
平成１７年度

その他就職した

進学していない
大学等へ進学

高等学校等
卒業者

区分

１９８人

６３１人

(31.4%)

(24.9%)

高卒後就職した児童（75.1％）のうち、平成１７年度中転職した者

（全国の高卒離職率（平成１７年度中離職））

(75.1%)

(17.4%)

平成１６年度に卒業した高卒児童（８４０人）のうち、就職した児童

（全国の高卒後就職児童の割合）

［資料：児童養護施設入所児童の進路に関する調査］

注１）「高等学校等卒業者」とは、平成１７年度に高等学校等を卒業した児童をいう。

注２）「大学等へ進学」とは、平成18年５月１日現在、大学等へ進学した児童数。

注３）「進学していない」とは、平成18年５月１日現在、大学等へ進学していない児童数。

注４）「大学等」とは、大学、短期大学、高等専門学校４年、学校教育法に基づく専修学校（第８２条の２）及び各種
学校（第８３条）、職業能力開発促進法第１６条に基づく公共職業訓練施設をいう。

注５）「その他」には、進学・就職ともにしていない児童及び状況不明も含む。

○児童養護施設入所者の高等学校等卒業後の進路状況

［資料：家庭福祉課調べ］

＜参考＞
全国の高卒者の大学等進学率 ６７．５％

（平成１８年５月１日現在。平成１８年度学校基本調査）
※ 大学等には、専修学校も含む。

○高等学校等卒業後の児童養護施設入所児童の進路に関する調査（児童養護施設のう
ち約６０％が回答）による高卒後児童の離職状況等

→ 高校へ進学する児童が多いこと、卒業後就職しても離職する児童も比較的多いことか
ら、高卒後の支援や就業支援が重要である

→ 高校へ進学する児童が多いこと、卒業後就職しても離職する児童も比較的多いことか
ら、高卒後の支援や就業支援が重要である

中卒後の高校等への進学率 ９１．６％
（平成１８年５月１日現在）
※ 進学先には、専修学校、職業訓練校も含む。

○児童養護施設入所者の中学校卒業後の進路状況
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79.3%13.8%89.7%91.4%98.3%

468525357
58児童自立支援施設

48.1%59.3%88.9%92.6%100.0%

1316242527
27情緒障害児短期治療施設

60.8%32.1%94.8%95.3%98.6%

339179529532550
558児童養護施設

45.3%43.6%96.6%94.9%98.3%

5351113111115
117乳児院

単独で第三者
委員を設置

共同で第三者委員
を設置

苦情解決責任者を
設置

苦情受付窓口を
設置

あり施設数

21.4%82行政と施設が共同作成したものを配布

100.0%383合計

1.0%4無回答

10.7%41なし

11.2%43施設独自で作成したものを配布

55.6%213行政で作成したものを配布

割合施設数

100.0%383合計

3.9%15無回答

73.6%282なし

22.5%86あり

割合施設数

資料：社会福祉施設等調査報告（平成１７年１０月１日現在）２．「児童の権利ノート」の活用等（児童養護施設の状況）

３．第三者評価事業の受審（児童養護施設の状況）

資料：全養協調べ（平成１８年度の状況） 資料：全養協調べ（平成１８年度の状況）

１．苦情解決のための取組状況

→ 第３者評価等の取組が進んでおらず、施設内虐待も相次いでいる→ 第３者評価等の取組が進んでおらず、施設内虐待も相次いでいる

５．入所児童の権利擁護の状況



13※社会福祉施設等調査報告

入所率の推移

35

40

45
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55

60

65

70

75

80

85

90

95

年度

入所率
％

乳児院 児童養護施設 情緒障害児短期治療施設 児童自立支援施設

乳児院 69.5 68.8 68.5 71.5 72.6 74.9 75.9 77.1 79.5 81.2 77.4 80 83.9

児童養護施設 77.8 78.3 78.4 79.5 80.4 82.8 84.3 85.5 88 89.3 89.7 91.4 91.5

情緒障害児短期治療施設 65.9 70 72.7 74.7 76.5 81.6 78.8 80.3 76.2 78 72.5 75.3 77.9

児童自立支援施設 40.9 39.3 38.3 38.8 39.9 41.2 41.3 40.9 42.6 39.4 39.3 42.8 43.2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

６．社会的養護体制の整備状況と自治体間格差

→ 施設の入所率は増加する傾向にある→ 施設の入所率は増加する傾向にある
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0

500
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3,000

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

定　員 1,22 402 358 70 238 233 454 807 640 384 1,34 850 2,81 1,21 206 200 436 230 235 726 586 632 953 449 191 315 1,97 976 366 370 230 170 657 537 556 365 155 553 421 817 271 657 786 470 480 841 436 368 297 110 80 346 160 86 697 432 1,03 764 274 426 321
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［資料：社会福祉施設等調査報告］

→ 社会的養護に関する提供体制の状況は自治体によって差がある→ 社会的養護に関する提供体制の状況は自治体によって差がある
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社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会
報告書のポイント
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９月７日（第１回）以降、計５回を開催し、１１月２２日にとりまとめ

現在の検討状況

社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会を８月に設置、さらに具体
的な方策について検討を進める。

平成１９年６月に公布された「児童虐待の防止等に関する法律及び児童福祉
法の一部を改正する法律」の附則において社会的養護の体制の拡充について
検討を進めることとされる。

社会的養護体制を取り巻く現状と課題に対応するため、平成１９年２月に「今
後目指すべき児童の社会的養護体制に関する検討会」を設置、５月に「中間と
りまとめ」がなされる。
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社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会
の設置について

平成１９年９月７日

１．設置の趣旨
社会的養護を必要とする子どもの増加や虐待等によ

る子どもの抱える背景の多様化・複雑化を踏まえ、児童
の社会的養護の拡充に向けた具体的施策を検討する
ため、社会保障審議会児童部会に「社会的養護専門委
員会」を設置する。

２．構成等
（１）専門委員会委員は別紙参照のこと。
（２）専門委員会には委員長を置く。
（３）専門委員会の庶務は、厚生労働省雇用均等・児童
家庭局家庭福祉課において処理する。

３．主な検討課題
（１）子どもの状態に応じた支援体制の見直しについて
（２）社会的養護に関する関係機関等の役割分担と機能
強化及び地域ネットワークの確立について

（３）自立援助ホームの見直し等自立支援策の拡充につ
いて

（４）人材確保のための仕組みの拡充について
（５）措置された子どもの権利擁護の強化とケアの質の確
保のための方策について

（６）社会的養護体制の計画的な整備について
（７）その他

委 員 名 所 　 　 　 　 属

全 国 児 童 自 立 支 援 施 設 協 議 会 顧 問

国 立 武 蔵 野 学 院 　 施 設 長

全 国 乳 児 福 祉 協 議 会 制 度 対 策 研 究 委 員 会 委 員 長

日 本 赤 十 字 社 医 療 セ ン タ ー 附 属 乳 児 院 　 施 設 長

全 国 母 子 生 活 支 援 施 設 協 議 会 副 会 長

倉 明 園 　 施 設 長

全 国 自 立 援 助 ホ ー ム 連 絡 協 議 会 監 事

ベ ア ー ズ ホ ー ム 　 施 設 長

全 国 里 親 会 理 事

前 千 葉 県 里 親 会 会 長

全 国 情 緒 障 害 児 短 期 治 療 施 設 協 議 会 幹 事

横 浜 い ず み 学 園 　 施 設 長

東 京 都 福 祉 保 健 局 参 事

足 立 児 童 相 談 所 長

全 国 児 童 家 庭 支 援 セ ン タ ー 協 議 会 副 会 長

愛 泉 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー 　 施 設 長

全 国 児 童 養 護 施 設 協 議 会 副 会 長

鳥 取 こ ど も 学 園 　 施 設 長

◎ 委 員 長 （ 敬 称 略 、 五 十 音 順 ）

吉 田 　 恒 雄 駿 河 台 大 学 法 学 部 教 授

藤 野 　 興 一

髙 田 　 治

西 澤 　 哲 山 梨 県 立 大 学 人 間 福 祉 学 部 教 授

藤 井 　 美 憲

社 会 保 障 審 議 会 児 童 部 会
社 会 的 養 護 専 門 委 員 会 　 委 員 名 簿

◎

読 売 新 聞 東 京 本 社 生 活 情 報 部 記 者

木 ノ 内 　 博 道

榊 原 　 智 子

相 澤 　 仁

今 田 　 義 夫

大 塩 　 孝 江

大 島 　 祥 市

奥 山 　 眞 紀 子 国 立 成 育 医 療 セ ン タ ー こ こ ろ の 診 療 部 長

柏 女 　 霊 峰 淑 徳 大 学 総 合 福 祉 学 部 社 会 福 祉 学 科 教 授

山 縣 　 文 治 大 阪 市 立 大 学 生 活 科 学 部 人 間 福 祉 学 科 教 授

豊 岡 　 敬

庄 司 　 順 一 青 山 学 院 大 学 文 学 部 教 授

松 風 　 勝 代 大 阪 府 健 康 福 祉 部 児 童 家 庭 室 家 庭 支 援 課 長
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１．子どもの状態に応じた支援体制の見直し

（１）家庭的養護の拡充

① 里親制度の拡充

○ 里親委託を促進するための制度的な枠組みを整備
・ 「養育里親」と「養子縁組里親」の区別

・ 里親認定登録制度の見直し、里親研修の義務化等

・ 里親手当について里親による養育を社会的に評価する額への引上げ

○ 里親支援の強化及び里親支援機関の創設

②小規模グループ形態の住居における新たな養育制度の創設

○ 小規模グループ形態の住居における養育を里親、施設と並ぶ子どもの養育の委託先として位置付け

・同事業を社会福祉事業とし、一定の要件を課す

③ 施設におけるケア単位の小規模化等家庭的養護の推進

○ （２）の検討と併せて検討

（２）施設機能の見直し

○ 子どもの状態や年齢に応じた適切なケアを実施できるよう現行の施設類型のあり方を見直しするとともに人

員配置基準や措置費の算定基準の見直し等を含めてケアの改善に向けた方策を検討。

このような見直しを具体的に進めるためには必要な財源の確保が不可欠であるとともに、現在施設内で行わ

れているケアの現状を詳細に調査・分析することが必要。

○ 上記と並行して施設における専門機能の強化や自立支援策の強化を実施

２．社会的養護に関する関係機関等の役割分担と機能強化及び地域ネットワークの確立
（１）児童相談所のアセスメント機能の強化

○ 児童相談所等の体制強化、一時保護から措置解除までの各段階における必要な事項の標準化の実施

（２）家庭支援機能の強化
○ 児童家庭支援センターにおける施設附置要件の見直し、生後４か月までの全戸訪問事業や育児支援家庭

訪問事業の推進、要保護児童対策地域協議会の調整機関への一定の専門性を有する者の配置など

報告書（ポイント）

社会的養護を必要とする子どもの増加、虐待等子どもの抱える背景の多様化・複雑化
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３．自立援助ホームの見直し等自立支援策の拡充
○ 年長児童の自立支援のための取組の拡充

・ 自立生活援助事業（自立援助ホーム）の見直しによる自立支援の強化・充実
・ 施設を退所した子ども等に対する相談等を行う拠点事業の創設

４．人材確保のための仕組みの拡充
○ 職員及びその専門性を確保するため以下の施策の検討

（１）施設長・施設職員の要件の明確化
（２）基幹的職員（スーパーバイザー）の配置、養成のあり方

・ 自立支援計画等の作成・進行管理、職員の指導等を行う基幹的職員の配置を義務付け等

（３）国及び都道府県の研修体制の拡充
・ 都道府県が人材育成を計画的に進めるための仕組みの導入
・ 国による人材育成に関する指針の作成、研修体制の拡充等

５．措置された子どもの権利擁護の強化とケアの質の確保のための方策
○ 施設内虐待の防止等子どもの権利擁護の強化に関する以下の施策の検討

（１）措置された子どもの権利擁護を図るための体制整備
・ 都道府県児童福祉審議会の調査審議事項として措置された子どもの権利擁護に関する事項の明確化等

（２）監査体制の強化等ケアの質の向上のための取組の拡充
（３）施設内虐待等に対する対応

・ 施設内虐待が起こった場合に外部へ知らせる仕組み（子どもの届出、職員の通告義務）
・ 通告した職員等の保護（届出をした子ども・通告した職員に関する都道府県等の秘密保持、不利益取扱いの禁止）
・ 届出、通告があった場合の都道府県が講じるべき措置の明確化（子どもの保護、施設等に対する立入調査、質問、勧告、
指導、業務停止等の処分等）

・ 施設内虐待に関する検証・調査研究、公表

６．社会的養護体制の計画的な整備
○ 要保護児童に対し適切な支援を行い得るような社会的養護の提供量を確保するという観点から、都道府県にお

いて計画的にその整備を行う仕組みの構築の検討


